
公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　事業の概要

注１　事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合

　　は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記載すること。

２　財政指標等

財政力指数※

実質公債費比率※ （％）

経常収支比率※   （％）

注　平成17年度（又は平成18年度）の公営企業決算状況調査、地方財政状況調査等の報告数値を記入すること。

　なお、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率は、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を

　記載し、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、その構成団体の各数値を加重平均したも

　のを記載すること。（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0

　以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）

３　合併市町村等における公営企業の統合等の内容

注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　ものに限る。）をいう。

４　公営企業経営健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

特別会計名：神奈川県内広域水道企業団用水供給事業会計
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既存計画との関係
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構成団体名

累積欠損金   （百万円）

不良債務     （百万円）

資本費　　　　 （円）

計画策定責任者

公 表 の 方 法 等
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神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市

利益剰余金又は積立金（百万円）

62（H17） 334,503（H17)

△15,145（H17)

資金不足比率    （％）

97.5％（H17)

職員数※  (H19. 4. 1現在)

用水供給事業

☑適　用　 □非適用

公営企業債現在高（百万円）

436

事　　業　　名

事業開始年月日 昭和44年7月17日 地方公営企業法の適用・非適用

0

計 画 期 間

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容
　□　旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容
  ☑　該当なし

　３　□にレを付けた上で内容を記載すること。

内　　　容

計 画 名

0.85（H18)

別添２

17.1％（H18)資金不足額なし

基 本 方 針

区　　分

　平成１７年度には、水需要の低迷という厳しい構成団体の経営環境に
的確に対応するため、中・長期的な主要施策の見直しを行い、経営体質
の更なる改善と安全・良質・低廉な用水供給を維持強化する指針とし
て、経営改革プラン（平成１７～平成２６年度）を同年度１１月に策定
しました。
　経営改革プランでは、経営理念を明確化するとともに、更なる経営努
力により用水供給料金の軽減を図るため、「組織のスリム化」「職員数
の到達目標と人件費の削減」「施設整備計画の見直し」を戦略目標に掲
げています。
　さらに、戦略目標の重要課題である「組織の再編・スリム化」を円滑
に推進するため経営改革推進アクションプランを同年度１２月に策定し
ています。
　 なお、経営改革プランの策定に伴い、現行の財政計画を平成１８年
度と平成１９年度について見直し、直営事業基本料金について平均△１
２．３９％の負担軽減を実施しています。
　本健全化計画を策定し、引き続き経営改善に取組み、繰越欠損金の解
消をめざします。

神奈川県内広域水道企業団経営健全化計画

平成19年度～平成23年度

○　経営改革プラン　　　　　　　（平成17年度～平成26年度）
○　経営改革推進アクションプラン（平成17年度～平成21年度）
○　地方債同意等基準に基づく公営企業経営健全化計画
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成17年度～平成26年度）

○　神奈川県内広域水道企業団ホームページ
（http://www.kwsa.or.jp/）等に掲載。
○　神奈川県内広域水道企業団平成20年1月議会（常任委員会）におけ
る説明を予定。



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。
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17,296,663 13,928,361 4,445,735 35,670,759

35,670,75917,296,663 13,928,361 4,445,735

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合　　計

5,659,590

27,212,573

27,212,573

5,659,590

11,572,424

9,980,559

9,980,559

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

公
営
企
業
債

合　　　計　　　　 (B)

水道事業

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合　　計

0 0 0

公営企業で負担するもの (A)-(B) 11,572,424 9,980,559 5,659,590

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B)

35,670,759

合　　　計　　　　 (B) 0 0 0

公営企業で負担するもの (A)-(B) 17,296,663 13,928,361 4,445,735

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

0

0

27,212,573

合　　計

11,572,424

旧 資 金 運 用 部 資 金
9,981 5,660繰上償還希望額

繰上償還希望額

15,641

2,174 1,246 3,420

繰上償還希望額

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

18,525公営企業金融公庫資金 14,079 4,446

旧簡易生命保険資金



Ⅱ　財務状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 組織のスリム化

課 題 ② 職員数の到達目標

経 営 課 題

内　　　　容

１　事業環境
　水需要は、給水人口が増加しているにも係らず、長期的にはピークとなる平成４
年度の3,143千㎥／日（４構成団体１日平均給水量）から、平成１７年度には2,906
千㎥／日と大きく低迷しており、 近５ヵ年では横這い傾向を示しているものの、
構成団体の水道事業経営を圧迫しています。
　平成１７年度において、企業団及び構成団体総体の給水能力（１日給水可能量）
のうち、企業団は約５６％を占めておりますが、構成団体給水量に占める給水実績
は５０％となっています。
　なお、給水量は、構成団体の施設更新に伴い企業団受水に切替えたこと等から増
加傾向にあります。
　
２　地域特性
　神奈川県は、県東部地域に産業経済及び住宅の地盤を有し、県西部地域にそれを
支える丹沢山系などの水源を有しています。
　こうした地勢を背景に、県西部の酒匂川下流（小田原市飯泉付近）及び県央の相
模川下流から県東北部の川崎市や三浦半島の先端まで水道用水を供給する水道施設
を維持・運転しています。

３　損益の状況
　料金原価の算定にあたり、料金算定期間における資金所要額を原価として料金を
算定する資金ベースを採用しています。
　資金ベースの採用は、直接的には損益の結果に結びつきませんが、平成１３年度
以降、宮ヶ瀬ダムの本格稼動に伴い資産を振替えた結果、減価償却費が大幅に増加
し、収益的収支は悪化しています。
　 近５ヵ年では、構成団体への給水量の増加と経常的経費等の縮減の取組みによ
り黒字に転じた平成１７年度を除いては、赤字が続いております。
　

　
  経営改革プランに定めた戦略目標である職員数の到達目標は、平成１８年度にお
いて、常勤職員４３４名・再任用職員８．８名（注）となっており、計画を上回っ
て（プラン比常勤職員△６名）推移しています。
　平成２０年代の大量再任用時代前期における人的資源の有効活用と新規補充の抑
制を実施し、組織のスリム化を実現するため、今後も目標達成（平成２６年度：常
勤職員３１２名、再任用職員８０名）に向け、人員抑制を進めていきます。

（注）　再任用職員は、短時間（３２時間／週）勤務職員であり、職員数の表示は実員数に
　　　０．８を乗じた値である。

　
  経営改革プランに定めた戦略目標である組織（部、課、係）の再編、統合及び削
減は、平成１８年度において、２部１７課５３係となっており、計画を上回って(プ
ラン比△３係）推移しています。
　相模川水系建設事業（第１期）が完成にむけ 終調整局面にはいっていることか
ら、維持管理体制への速やかな移行、団塊の世代職員の大量定年退職＝大量再任用
時代における人的資源の有効活用と組織活力の維持増進を実現するため、今後も目
標達成（平成２３年度：２部１２課３４係）に向け、業務の効率化と集約化を踏ま
えた組織の再編統合を進めていきます。

 さらに、平成１８・１９ 年度は、この間の経営努力による資金改善を背景とした
直営事業基本料金の減免措置（平均１２．４％）を実施したことに伴い、４構成団
体の料金水準を引下げることができたものの、平成１８年度末の繰越欠損金は約１
６９億円となる見込みです。

４　今後の見通し
　収益的収支のうち支出については、職員給与費等経常的経費削減の取組みをすす
め、減価償却費及び支払利息（資本費）が漸減傾向を示すことから、改善が見込ま
れますが、収入について更なる受水費負担軽減に努めることから、損益収支は一時
的に悪化しますが、その後は改善が見込まれます。
　また、資本的収支についても、相模川水系建設事業（第１期）が完成にむけた
終調整局面にはいっており、以降は施設更新等整備事業が主体となり事業費総体は
減少します。
　本事業の実施にあたり、事業費を圧縮し財源となる企業債の充当率を引き下げて
いきますが、また、企業債元利償還金（実償還ベース）は平成１６年度をピークに
漸減傾向であることから、資本的収支はほぼ横這いで推移していくものと思われま
す。
　資金収支は、損益収支等の改善により、相対的には資金改善が図られるものと見
込まれます。



課 題 ③ 人件費の削減

課 題 ④ 更新投資の見直し

留 意 事 項

注１　「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記載すること。また、経営指標等につ

　　いて経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

　２　「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維

　　持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体

　　が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記載する。また、経営課題と認識す

　　る理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　３　「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記

　　載すること。

　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

　
  安定供給の確保、事故・災害に強い水道、安全で良質な水道用水の供給を持続・
強化するため、引き続き必要な整備を推進します。
　施設更新改良計画事業については、経営改革プランにおいて、施行時期及び整備
水準を見直し上で、コストの縮減等計画の再構築（全体計画額：約１９７億円）を
はかっていますが、財源となる企業債への依存率も徐々に引き下げ財務体質の改善
をはかるとともに、計画の着実な遂行に努めていきます。
　相模川水系建設事業（第１期）は、平成１９年度の 終予定工期内の完成にむけ
終盤をむかえています。平成１９年２月には事業費の見直しを行い、総事業費の減
額（約５５．５億円）を行いました。

　
　人件費（職員給与費）については、これまでも、特殊勤務手当の見直し等削減努
力に取り組んでいますが、さらに、平成１８年度中に、国の給与構造改革に準じ、
給料表の改定及び給与制度運用の改善を実施（平成１９年４月1日から適用。）して
います。
　経営改革プランに定めた給与水準の適正化、諸手当の削減と廃止による人件費の
削減を達成するため、引き続き削減に努めるとともに、構成団体との給与水準の均
衡を図ります。



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）
（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前２年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 見 込 み ）

１． (A) 49,651 47,452 47,777 47,752 45,274 45,224 43,837 44,054 43,914 44,246

(1) 49,417 47,209 47,583 47,538 45,038 44,981 43,594 43,811 43,671 44,003

(2) (B)

(3) 234 243 194 214 236 243 243 243 243 243

２． 2,021 1,803 1,805 1,603 1,456 1,264 962 843 733 633

(1) 1,969 1,755 1,550 1,356 1,182 1,010 905 786 676 576

1,969 1,755 1,550 1,356 1,182 1,010 905 786 676 576

(2) 52 48 255 247 274 254 57 57 57 57

(C) 51,672 49,255 49,582 49,355 46,730 46,488 44,799 44,897 44,647 44,879

１． 38,642 38,256 37,821 36,073 36,549 35,911 35,722 35,488 34,896 34,820

(1) 4,959 4,781 4,707 4,594 4,466 4,532 4,427 4,307 3,994 3,832

2,280 2,256 2,242 2,200 2,175 2,188 2,119 1,987 1,854 1,785

483 423 440 480 491 486 403 492 483 465

2,196 2,102 2,025 1,914 1,800 1,858 1,905 1,828 1,657 1,582

(2) 11,023 11,217 11,773 11,059 11,739 11,917 12,260 12,453 12,413 12,715

2,049 2,009 2,096 2,105 2,228 2,148 2,198 2,317 2,291 2,312

1,356 1,073 1,224 880 1,010 1,074 1,150 1,166 1,239 1,191

59 70 60 62 68 78 79 80 81 82

7,559 8,065 8,393 8,012 8,433 8,617 8,833 8,890 8,802 9,130

(3) 22,660 22,258 21,341 20,420 20,344 19,462 19,035 18,728 18,489 18,273

２． 16,015 15,220 14,089 12,910 11,974 11,169 9,765 8,833 8,234 7,620

(1) 16,011 15,217 14,061 12,910 11,974 11,164 9,764 8,832 8,233 7,619

(2) 4 3 28 5 1 1 1 1

(D) 54,657 53,476 51,910 48,983 48,523 47,080 45,487 44,321 43,130 42,440

(C)-(D) (E) △ 2,985 △ 4,221 △ 2,328 372 △ 1,793 △ 592 △ 688 576 1,517 2,439

(F)

(G) 80

(F)-(G) (H) △ 80

△ 2,985 △ 4,221 △ 2,328 292 △ 1,793 △ 592 △ 688 576 1,517 2,439

(I) △ 8,889 △ 13,110 △ 15,438 △ 15,146 △ 16,939 △ 17,531 △ 18,219 △ 17,643 △ 16,126 △ 13,687

(J) 15,401 15,690 12,244 12,532 13,306 17,042 13,385 10,233 9,981 10,716

4,447 4,219 4,279 4,285 4,191 4,038 3,891 3,900 3,878 3,898

(K) 4,970 6,281 5,947 4,736 4,614 7,678 5,446 4,521 4,317 4,315

575

4,832 6,151 5,820 4,609 4,491 7,551 5,320 4,396 4,193 4,191

(L)
( I )

(A)-(B)
(L)

(A)-(B)

(M)

(A)-(B) (N) 49,651 47,452 47,777 47,752 45,274 45,224 43,837 44,054 43,914 44,246

経 費

支 払 利 息

そ の 他

う ち 未 収 金

特 別 利 益

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

動 力 費

修 繕 費

）×100

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

収 入 計

不 良 債 務 比 率 （

支 出 計

そ の 他 補 助 金

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

退 職 手 当

そ の 他

営 業 費 用

職 員 給 与 費

特 別 損 益

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

経 常 損 益

そ の 他

う ち 未 払 金

基 本 給

材 料 費

そ の 他

地方財政法施行令第19条第１項により算定した
資金の不足額

累 積 欠 損 金 比 率 （

不 良 債 務

う ち 一 時 借 入 金

流 動 資 産

流 動 負 債

37.4 41.6 40.0 36.7 30.938.832.3 31.7

）

17.9 27.6

×100

((M)／(N)×100)資 金 不 足 比 率



（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前２年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 見 込 み ）

１． 3,810 5,711 5,213 2,445 3,930 31,192 11,674 2,073 1,572 1,534

２． 4,329 4,550 3,621 3,230 2,506 2,134 2,038 1,919 1,719 1,741

３．

４．

５．

６． 1,120 1,857 494 430 286 799

７．

８．

９． 21 39 1 7

(A) 9,280 12,118 9,367 6,105 6,723 34,132 13,712 3,992 3,291 3,275

(B)

(A)-(B) (C) 9,280 12,118 9,367 6,105 6,723 34,132 13,712 3,992 3,291 3,275

１． 8,708 10,092 7,272 5,173 4,173 10,307 3,615 4,226 3,598 3,627

635 589 544 486 385 405 294 293 285 288

２． 19,972 21,703 24,546 20,574 20,738 42,434 28,854 20,139 19,461 19,738

３．

４．

５． 101 127 23 20 20 35

(D) 28,680 31,896 31,945 25,770 24,931 52,761 32,504 24,365 23,059 23,365

 (D)-(C) (E) 19,400 19,778 22,578 19,665 18,208 18,629 18,792 20,373 19,768 20,090

１． 19,062 19,334 22,265 19,462 18,032 18,171 18,634 18,925 18,658 18,444

２．

３．

４． 338 444 313 203 176 458 158 1,448 1,110 1,646

(F) 19,400 19,778 22,578 19,665 18,208 18,629 18,792 20,373 19,768 20,090

387,957 371,965 352,631 334,503 317,695 306,453 289,273 271,207 253,318 235,114

387,957 371,965 352,631 334,503 317,695 306,453 289,273 271,207 253,318 235,114

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前２年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 見 込 み ）

1,969 1,755 1,550 1,356 1,182 1,010 905 786 676 576

1,969 1,755 1,550 1,356 1,182 1,010 905 786 676 576

4,329 4,550 3,621 3,230 2,506 2,134 2,038 1,919 1,719 1,741

4,329 4,550 3,621 3,230 2,506 2,134 2,038 1,919 1,719 1,741

うち料金収入に計上すべき繰入等

(E)-(F)補 て ん 財 源 不 足 額

積 立 金 現 在 高

う ち そ の 他 に 係 る も の

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

建 設 改 良 費
資

本

的

支

出
計

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

計

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

他 会 計 借 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

他 会 計 負 担 金

企 業 債

他 会 計 出 資 金

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

（単位：百万円）

企 業 債 現 在 高

うち建設改良費・準建設改良費に係るもの

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

補

て

ん

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

他 会 計 補 助 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

そ の 他

そ の 他

純 計



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前２年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 見 込 ）

資金不足比率 (％) (再掲)

料金回収率※ (％) 93.8% 91.3% 94.5% 99.8% 95.1% 97.6% 97.8% 100.6% 102.9% 105.1%

総収支比率（法適用） (％) 94.5% 92.1% 95.5% 100.6% 96.3% 98.7% 98.5% 101.3% 103.5% 105.7%

経常収支比率（法適用） (％) 94.5% 92.1% 95.5% 100.8% 96.3% 98.7% 98.5% 101.3% 103.5% 105.7%

営業収支比率（法適用） (％) 128.5% 124.0% 126.3% 132.4% 123.9% 125.9% 122.7% 124.1% 125.8% 127.1%

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 17.9% 27.6% 32.3% 31.7% 37.4% 38.8% 41.6% 40.0% 36.7% 30.9%

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲)

(％) (再掲)

(％) 3.8% 3.6% 3.1% 2.7% 2.5% 2.2% 2.0% 1.8% 1.5% 1.3%

うち基準内繰入金 (％) 3.8% 3.6% 3.1% 2.7% 2.5% 2.2% 2.0% 1.8% 1.5% 1.3%

うち基準外繰入金 (％)
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％)
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％)

(％) 46.6% 37.5% 38.7% 52.9% 37.3% 6.3% 14.9% 48.1% 52.2% 53.2%

うち基準内繰入金 (％) 46.6% 37.5% 38.7% 52.9% 37.3% 6.3% 14.9% 48.1% 52.2% 53.2%

うち基準外繰入金 (％)
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％)

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率

収益的収入分

資本的収入分

(単位：％)



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

　「平成２年６月１６日付け自治企－第６４号自治省財政局長通知による改正後の地方公営企業繰出金について」に基づ
き繰入額の額を見積もっています。
　構成団体の一般会計からの繰出しは、国庫補助対象事業に行われており、現在は、建設時繰出しとして、相模川水系建
設事業の各年度の水道広域化施設に係る国庫補助基本額の３分の１に相当する額の繰出しを受けています。
　また、償還金繰出しとして、相模川水系建設事業の本勘定計上資産の平成元年以前の各年度の国庫補助基本額の３分の
１（昭和５６年度から平成元年度までは３０分の７）に相当する額の企業債に係る当該年度の元利償還金及び創設事業の
本勘定計上資産に係る元利償還金についても繰出しを受けています。
　なお、繰出し額の総額は、相模川水系建設事業に係る建設時繰出しが平成１９年度に、創設事業に係る元利償還金繰出
しが平成２１年度に順次終了していくこともあり、総体的に漸減していく傾向にあります。

　

　企業団では、従来から資金ベースによって原価算定を行い、固定費は基本料金で、変動費は使用料金で回収していま
す。
　基本料金については、構成団体の配分水量に応じて設備投資を行ったことから、配分水量比で基本水量を設定していま
す。
　また、使用料金は構成団体の受水計画をもとに設定し、実際の使用水量によって回収しています。
　料金収入は、引き続き資金所要額を原価とした資金ベースで算定することから、企業債元利償還金の漸減や経常経費の
縮減等により、総括原価が減少する見込みです。
　なお、平成１７年度公営企業年鑑によると、企業団の供給単価（89.7m3/円）と給水原価（92.4m3/円）は、年間総配水
量の多い方から１０番目までの事業体における平均額（供給単価101.1m3/円、給水原価100.0m3/円）をいずれも下回って
います。



Ⅳ　経営健全化に関する施策

　職員数は、平成１７年度末の４５５名（常勤職員４４６名、再任用職員９名）に対し、平成２２年度で約４３４名（常勤職員３６６名、再
任用職員６８名）を見込んでおり、これは常勤職員で約１８％の純減に相当します。
　引き続き職員数の抑制を推進するとともに、平成２３年度における目標常勤職員数を３４８名（対１８年度比で約２０％の削減）とし、目
標（平成２６年度：常勤職員数３１２名）の達成に努めていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【課題①・課題②】

　過去５年間においては、企業手当、交替制勤務手当、危険手当等の特殊勤務手当をはじめとする諸手当の整理削減を実施いたしました。
　平成１９年４月に実施いたしました給料構造改革では、国を超える引き下げを行うと同時に、改定にあたり新旧給料の差額を全額現給補償
は行わないこととすることでよりいっそうスピード感のある改革をおこないました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【課題③】

　平成１９年４月に実施いたしました給料構造改革は、級別職務分類の見直しやいわゆる「ワタリ」の廃止、初任給の是正等とあわせ、全職
員平均で約１２％（ 大１７％）のマイナス改定を実施し、全職員に対して現給補償は行っておりません。地域手当については、給料月額の
現給補償を行っていないことから、経過措置期間を設けずに平成１９年度から国における支給基準に基づく支給割合としております。

　経営改革プランの策定により平成２６年度までに、順次、職員の抑制を図る計画としております。技能系職員は、これまで１０年間採用を
しておらず、現在は総職員数に占める割合が約１％となっており、今後も採用する計画はありません。また、事務及び技術系職員の減少に対
する適正人員の確保策の一つとして、技能系職員の職種転換を促進する計画としておりますので、今後の推移をみながら給与体系について検
討したいと考えております。

　退職時における特別昇給については、平成１６年度に廃止済みであります。
　退職手当支給率については、国家公務員の退職手当支給率を適用しております。

　健康保険組合の事業主負担につきましては、神奈川県職員と同様に地方職員共済組合神奈川県支部の組合員となり、共済事務事業を運営し
ておりません。

項　　　　目 具　体　的　内　容

　平成１８年６月に施行されました「行政改革推進法」は、国家公務員の総人件費改革として、平成１７年度末職員数から５年間（平成２２
年度末）で５パーセント以上の純減を図ることを目標としています。当企業団ではかねてから退職者の不補充等をはじめとした人員抑制を継
続して実施していますが、引き続き職員数の抑制を推進していきます。また、平成２０年以降の大量定年退職者に技術力を維持継承させるこ
とを目的として、再任用制度を活用し、組織のスリム化に見合った職員数を目指します。行革推進法に照らした定数内職員数の目標は平成２
２年度末で約１８パーセントの純減としています。
　また、地方においても給与制度改革について、職責に応じた給与体系の構築、国家公務員給与と民間賃金の比較方法のあり方等についての
人事院における検討状況を踏まえた必要な措置を平成１８年度から順次講ずることとしています。当企業団では平成１９年度から国の給与構
造改革に準じた給与制度改革を実施しておりますが、引き続き国並びに構成団体との給与水準の均衡を図ってまいります。

１　行革推進法を上回る職員数の純減や人件
　費の総額の削減

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

◇　国家公務員の給与構造改革を踏
　まえた給与構造の見直し、地域手
　当のあり方

◇　技能労務職員に相当する職種に
　従事する職員等の給与のあり方

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方



（１）　計画前５ヵ年間の主な縮減の取組み
　　①　賃 　     金  非常勤職員の減員（平成１７年度）
　　②　旅　      費  日当の廃止（平成１７年度）
　　③　燃   料   費　相模原浄水場排水処理用燃料の灯油から都市ガスへの変更（平成１７年度）
　　④　委   託   料　当初予算編成時のマイナスシーリング設定、水質計器保守委託等の労務単価及び水道施設巡回監視委託
　　　　　　　　　　等の委託内容（巡視箇所数、点検回数など）の見直し（平成１５及び１７年度）
　　⑤　動   力   費　契約電力量（基本料金）の見直し
　　⑥　消費的経費　備消耗品、印刷製本費、雑費等の抑制
　　⑦　そ   の   他　被服貸与基準の見直し（品目整理と貸与方法の見直し）、共通物品払出制度の廃止

（注）　V　繰上償還に伴う経営改革促進効果の改善額
　　　　改善額が算出できるものに限定し、上記（１）の費用を対前年度決算実績増減に基づいて算出し、維持管理費等
   　に整理しました。
　
（２）　計画期間の主な縮減の取組み
　　○　動   力   費　契約電力量（基本料金）の見直し（平成１９年度）、導水路及び送水管路の未利用エネルギーを活用した小水
　　　　　　　　　　力発電設備設置（平成１９年度）に伴う電気料金削減額

（注）　V　繰上償還に伴う経営改革促進効果の改善額
　　　　改善見込額が算出できるものに限定し、維持管理費等に整理しました。
　

　４浄水場・２取水管理事務所の排水・排砂処理運転管理委託を昭和４９年度より順次導入し、現在では全面的に実施しています。また、平
成15年度からは相模川水系寒川事業を改正水道法による制度化された第三者委託で行っています。
　なお、寒川事業は、宮ヶ瀬ダム開発水のうち当企業団が相模川水系建設事業（第２期）において利用を予定している部分と構成団体が持つ
既存施設をともに有効活用するための暫定的な事業です。

　計画前５ヵ年間で委託料・動力費等経常的経費の消費抑制について取り組んできていますが、引き続き抑制に努めるほか、４浄水場及び２
取水管理事務所において排水・排砂処理運転管理委託を全面的に行っています。

２　物件費の削減、指定管理者制度の活用等
　民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　維持管理費等の縮減その他経営効率
　化に向けた取組

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用



Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

（１）　情報公開制度
　　　  末端の水道利用者をはじめとした住民への説明の責務を果たすことを目的として、平成１５年２月に制定された情報公開条
　　 例に基づき、同年１０月から情報公開を行っています。

（２）　個別外部監査制度
 　     事業の透明性や公正で効率的な運営確保を図り、さらに監査機能を充実強化する目的で、個別外部監査契約に基づく監
     査に関する条例を平成１７年４月１日に施行しました。
 　　　 本条例に基づき、平成１７年度（期間：平成１７年７月２１日～平成１８年１月１７日）において、公認会計士を監査人
　　 として、「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」を監査事項として実施しました。

（３）　環境会計ヘの取組み
　　　　環境に配慮した経営管理、職員への環境意識の醸成によるコスト削減及び環境保全活動の促進を目的として、平成１５年
　　 度に環境会計を導入し、同年１０月から公表しています。
　　　　なお、環境省の「環境会計ガイドライン」に沿って作成しています。

      事務事業評価制度を平成１６年度から導入しています。
　    内部経営管理手法として、事務事業の目標に対する成果の検証と明確化、目標に対するさらなる指向性の向上をはかり、経
   営改善を促進していきます。
　    また、評価結果を予算・組織・定員管理等に反映し、より一層の経営効率の向上を図っていきます。
　    さらに、外部に対し、企業団が実施した事務事業の説明責任を果たしていきます。

具　体　的　内　容

　平成１６年３月に当企業団のホームページをリニューアルし、経営情報等の公開と広報の充実を図っています。本ホームペー
ジにおいて、経営改革プランをはじめとした経営健全化のための取組み、財政計画・予算・決算に係る財務情報、議会・監査に
係る情報の公開を推進しています。

○　経営健全化や財務状況に関する情報
　公開

４　経営健全化や財務状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政評価の導入

○　料金水準が著しく低い団体にあって
　は、コスト等に見合った適正な料金水
　準への引き上げに向けた取組

項　　　　目

３　コスト等に見合った適正な料金水準への
　引上げ、売却可能資産の処分等による歳入
　の確保



　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱに付した

　　　課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。

　　　なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

５　その他(施設の省力化、資本投下の抑制
等）

　さらに、修繕の実施にあたっては、浄水場等の電気・機械・計装設備の劣化対策・精密点検等をはじめとし単年度１１億円から１２億円程
度の執行を予定しています。
　執行にあたっては、各工事の必要性、設備の延命化、ライフサイクルコストの低減、費用の平準化等を前提に、更新・修繕時期の適時見直
しを図るほか、更新改良にあたっては、新技術の採用による省スペース化等の付加価値対策を推進し、保守性の向上を図っていきます。
　
（２）　相模川水系建設事業(第１期)計画変更

　昭和５５年度に着手した相模川水系建設事業（第１期）は、平成１８年度には全量給水体制が整備され、平成１９年２月には第１０回目の
計画変更（工期の２ヶ年延伸と事業費の圧縮）を経て、終盤を迎えています。
　第１０回目の計画変更にあたり、伊勢原、太田和の２調整池及び朝比奈・港南台間送水管布設工事などの残工事について、管布設ルートや
工法等の選定に際し、コスト縮減を 優先に再検討を加えた結果、既完成工事の減額と合わせ５５億５千万円の事業費の減額を行い、事業費
総額を７,３５０億円に変更しています。

（３）　入札・契約制度及びその運用の改善
　
　平成１７年度において、条件付一般競争入札の適用対象を設計金額３，０００万円以上の工事（従来は５億円以上）に拡大したほか、神奈
川県が県内市町村と組織する神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会に平成１７年度から加入し、平成１８年度から電子入札制度（注）の
適用を開始しました。
　こうした取組みの結果、随意契約の減少及び指名競争入札における登録業者数の増加等改善が図られました。
　さらに、随意契約についても、高度な技術的知識及び技術的判断並びに応用力が要求される工事の契約について、プロポーザル方式を導入
しています。
　今後も引き続き透明性、公正性及び競争性の確保並びに向上を進め、更なる改善に取り組みます。
　
（注）　平成１９年度現在では、設計金額３，０００万円以上の工事及び５００万円以上の建設工事に係る地質調査・測量・設計の計
　　　画調査委託を対象とした条件付き一般競争入札と、３，０００万円未満の工事及び５００万円以上の一部のその他委託及び物
　　　件を対象とした指名競争入札に適用しています。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【課題④】

（１）　施設更新改良計画（平成１７年度～２６年度）など

　平成１５年３月策定の「施設更新計画」（平成１５年度～２４年度）は、安定供給の確保、安全かつ良質な水道水の確保を目標として、老
朽化、危機管理、水運用等の対策、水質管理及び改善及び環境対策等の施策を織り込んで策定し、執行に当たって、更なる設備の延命化等の
施策を講じた結果、一定の整備費用縮減の成果が得られています。
　見直しに当たっては、現計画の基本的な方針に沿い、施設機能の低下を招くことなく、修繕対応による設備の延命措置への切替や施設運転
の効率化による更新の見送りを実施するなどの変更とともに、次の事項について重点的に精査を行い、コスト縮減を図っています。
・　全般的に、機械・電気設備機器について市場単価を採用したこと。
・　個別要素としては、排水処理設備、耐震補強、活性炭注入設備、管理センター及び供給点の更新について、施工内容を見直したこと。
・　その他として、沈澱池傾斜板、建屋及び門柵塀の改良・更新について、修繕対応としたこと。
　以上の見直しに加え、平成２４年度までの現行計画を２ヶ年延伸し平成２６年度までとする、新たな「施設更新改良計画（総業費を約１９
７億円）」として再構築しています。
　また、財源措置についても、徐々に起債への依存率を引き下げ財務体質の改善を図っていきます。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

○　更新投資の見直し

　施設更新改良計画（総事業費１９７億円）については、執行時期の見直し、入札制度の改善をはじめとした工事費の削減施策をもって、引
き続き事業費の適切な執行管理に努めます。
　また、財源となる企業債発行額の段階的な抑制により経営体質の強化を図ります。
　相模川水系建設事業（第１期）については、事業 終年度（平成１９年度）であり、事業完了に向け更なる工事費縮減を図ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【課題④】

○　今後の施策の方向性

（１）　料金水準
　　　　平成１８・１９年度の減免後の負担水準を基本に、引き続き４構成団体の負担軽減に資するため、現在、財政計画を策定し、
　　 構成団体と平成２０年度以降の負担水準のあり方について協議中であります。

（２）　累積欠損金の解消
　　　　当企業団は、設立以来、長期にわたり創設事業・相模川水系建設事業といった大規模水源開発事業を実施してきました。
　　　こうした施設の稼動直後は減価償却費をはじめ支払利息など資本費が増高し、損益ベースでの料金水準は非常に高いも
　　　のになってしまいます。このため、事業費用のうち現金支出を伴わない減価償却費は原価対象から控除する資金ベースで
　　　の料金算定を行い、受水団体の料金負担水準を引き下げてきました。このため、損益計算上、莫大な欠損金が生じている
　　　ものです。大規模用水供給事業の持つ構造的な財務体質でありますが、今後は企業債元利償還金や減価償却費は漸減
　　　傾向にあり、経営改革プランの着実な実施により、職員給与費や消費的経費を抑制し、単年度損益の改善に努めてまいり
　　　ます。
　　　　平成１８年度末で純損失は１８億円、繰越欠損金は１６９億円になる見通しです。構成団体からは引き続き料金の低廉化
　　　を求められていますが、平成２７年度の繰越欠損金の解消をめざし、料金負担水準を決定してまいります。

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

取　組　み　及　び　目　標

　職員数については、平成２６年度における目標常勤職員数を３１２名（対平成１６年度比で約３２パーセントの削減）といたします。
　人件費については、国を超える引き下げを行った給料構造改革を平成19年4月に実施し、改定にあたっては、新旧給料の差額に対し全額の
現給補償は措置せず、スピード感のある改革をおこないました。
　引き続き、国及び構成団体給料水準との均衡をはかっていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【課題①・課題②・課題③】

○　現行財政計画（平成１５～１９年度）期間における用水供給料金減免措置

　平成１７年度において、相模川水系建設事業（第１期）における相模原浄水場の増強工事完成に伴う浄水能力の増量（１１２，５００㎥／
日）により、各構成団体の平成１８年度以降の基本料金負担の増加が予定されていました。
　一方、企業団の財政状況は、平成１６年度決算までに職員給与費をはじめとした経常的経費の削減、企業債発行額の抑制及び建設改良費の
縮減等の経営努力により資金改善が見込まれました。
　その上で、経営改革プランに基づく平成１７～平成１９年度の経営改善効果を取り込んで見直した結果、直営事業基本料金について平均△
１２．３９％の減免を実施（平成１８～平成１９年度の限定措置）し、構成団体の受水費負担の引き下げを図りました。
　なお、軽減額は、４構成団体の２ヵ年合計額で約９４億円となります。

課　題

１　職員数の純減や人件費の総額の削減



２　年度別目標等　　※ 次頁以下（１）から（５）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

　１．次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、２に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の

　　状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。

　２．各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別

　　目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体(事業)の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別

　　に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。

　３．「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前５年間

　　の「増減数」の合計は「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　４．「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額

　　を計上すること。

　５．４による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」

　　欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　６．計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前５年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前５年間実績」欄に

　　計上すること。

　７．「改善額　合計」欄及び「計画前５年間改善額　合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前５年間

　　実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。

　８．「(参考) 補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５ 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金

　　運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　９．以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。

　10．必要に応じて行を追加して記入すること。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（１）水道事業
　　①　年度別目標

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前２年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 見 込 み ）

△11．06％ △12．39％ △12．39％

 改善額（料金の適正化）※１

 改 善 額

 改 善 額（負担金の確保等）

 改 善 額（収入増額）

 改 善 額

4,410 4,269 4,143 3,942 3,719 3,796 3,664 3,493 3,224 3,102

154 295 421 622 845 2,337 768 900 1,071 1,340 1,462 5,541

2,612 2,566 2,533 2,464 2,387 2,408 2,275 2,143 2,006 1,937

 改 善 額 11 57 90 159 236 553 215 348 480 617 686 2,346

1,798 1,703 1,610 1,478 1,332 1,388 1,389 1,350 1,218 1,165

 改 善 額 143 238 331 463 609 1,784 553 552 591 723 776 3,195

483 423 440 480 491 486 403 492 483 465

472 468 463 455 445 442 439 440 434 438

470 465 459 446 434 429 418 399 366 348

2 3 4 9 11 13 21 41 68 90

0 △ 4 △ 5 △ 8 △ 10 △ 27 △ 3 △ 3 1 △ 6 4 △ 7

1,328 1,196 1,196 1,135 1,044 1,007 986 986 986 986

49 181 181 242 333 986 37 58 58 58 58 269

 改 善 額（縮減額） 0 0

 改 善 額 0 0

17.9% 27.6% 32.3% 31.7% 37.4% 38.8% 41.6% 40.0% 36.7% 30.9%

6.0% 9.7% 4.7% △0.6% 5.7% 1.4% 2.7% △1.4% △3.4% △5.8%

387,957 371,965 352,631 334,503 317,695 306,453 289,273 271,207 253,318 235,114

△ 16,161 △ 15,992 △ 19,334 △ 18,128 △ 16,808 △ 11,242 △ 17,180 △ 18,066 △ 17,889 △ 18,204

3,323 5,810

（注） 平成１８年度及び平成１９年度については、直営事業基本料金の一部免除を実施しています。

　注１　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

3,420

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

②　経営状況
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前２年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 見 込 み ）

 給水人口　　　　　（千人） 7,886 7,948 8,004 8,059 8,121 8,185 8,230 8,274 8,350 8,380

 年間総有収水量　　（千㎥） 479,453 484,939 534,671 530,260 539,746 522,891 521,731 541,660 528,593 527,186

 公称施設能力　　（㎥／日） 2,394,300 2,513,300 2,513,300 2,513,300 2,625,800 2,625,800 2,625,800 2,625,800 2,625,800 2,652,400

 １日最大配水量　（㎥／日） 1,637,330 1,500,480 1,755,910 1,622,080 1,729,270 1,724,500 1,821,600 1,883,200 1,849,200 1,848,000

 最大稼働率　　　　（％） 68.4% 59.7% 69.9% 64.5% 65.9% 65.7% 69.37% 71.72% 70.42% 69.67%

 供給単価　　　　（円／㎥） 103.1 97.3 89.0 89.6 83.4 86.0 83.6 80.9 82.6 83.5

 給水原価　　　　（円／㎥） 114.0 110.3 97.1 92.4 87.7 88.1 85.5 80.4 80.3 79.4

1

1

2

2

その他（　　　　　　）

工事コスト※２

維持管理費等(※H13　1,377）　 

　　２　※１「改善額（料金の適正化）」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。
　　　　※２「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減（建設改良費の抑制は除く。）を記入すること。
　　３　改善額の算出方法については、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　改 善 額　　合　計

（参考）補償金免除額

計画前５年間改善額　合計

計画合計目標又は実績
計画前５年間

実　績

基本給(※H13　2,623）　 

職員給与費の適正化

 改 善 額

【経費の削減】

　職員給与費（退職手当以外）(※H13　4,564）　 

資産の有効活用

その他（　　　　　　）

未収金の徴収対策

料金改定率（注）

課　題

【収入の確保】

一般会計負担金の額

企業債現在高

累積欠損金比率

増　減

増　減

 増 減 数          (人)

 改 善 額（適正化）

 常　勤　職　員

 再 任 用 職 員

手当等(※H13　1,941）　 

職員数             (人)

　職員給与費（退職手当）

（単位：百万円、％）



③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。


